
管

理

規

程 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
三
号 

 
埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者 

立 

川 

吉 

朗 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

 

埼
玉
県
工
業
用
水
道
事
業
給
水
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
た
り
、
〇
・
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・

〇
四
九
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
第
一
項
の 

 

改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
二
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
の
施
行
後
最
初
に
到
来
す
る
検
針
日
ま
で
の
間
に
係
る
月
分 

 

の
雑
用
水
の
料
金
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  


